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第18回公安委員会定例会開催状況

１ 開催日時

令和６年７月11日（木）13時30分～17時20分

２ 決裁事項

(1) 免許の取消し等

警察本部から、免許の取消し事案及び欠格期間等の処分について報告を受け、決裁した。

(2) 審査請求の裁決

警察本部から、審査請求の裁決について報告を受け、決裁した。

(3) 外部通報の調査結果

警察本部から、外部通報の調査結果について報告を受け、決裁した。

３ 報告事項

(1) 警察部外功労者表彰（警察協力章）被表彰者の決定

警察本部から、

○ 警察部外功労者表彰は、長期にわたって警察に協力し、多くの功労があった警察部

外の方に対して警察庁長官が行う表彰であり、この度、岡山県警察協力医会理事の安

田隆洋氏の受章が決定した。

○ 被表彰者は、平成２年の岡山県警察協力医会発足と同時に同会に加入して以来、33

年余にわたって昼夜を問わず、県北各警察署管内の検視業務のほか、薬物事件におけ

る強制採尿等の捜査活動に尽力されたものである。

○ 本年の全国の被表彰者は41人であり、本県では昭和37年の同表彰制度が制定されて

以降38人目となる。

旨の報告を受けた。

委員が、

「部外者の協力が不可欠な警察業務もあることから、功労者の表彰制度があることは

非常に素晴らしいことであると思った。

検視業務のみならず、薬物事件における強制採尿等の依頼にも積極的に応じていた

だき、素晴らしい功労があると感じた。」

旨を発言した。

(2) 令和６年上半期の犯罪抑止総合対策推進状況

警察本部から、
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○ 上半期の刑法犯認知件数は4,420件と、前年同期比24件（0.5％）増加した。下半期

は、犯罪抑止総合対策強化推進に伴う本部員特別派遣を実施するほか、万引き被害防

止に向けたチラシを作成・掲示して更なる犯罪抑止に努める。

○ 上半期の特殊詐欺認知件数は78件と、前年同期比11件減少、被害額は約１億6,890万

円と、前年同期比約4,370万円減少した。「だまされんのじゃ特殊詐欺」県民運動に改

称し、新たに取組重点を掲げ、対策を強化・推進したほか、下半期は、企業と協働に

よる特殊詐欺被害防止等テーマとした絵手紙を募集する。

○ 上半期のＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺認知件数は71件と、前年同期比60件増加、被

害額は約６億9,820万円と、前年同期比約６億3,080万円増加した。下半期は、金融機

関と協働によるチラシの作成、広報啓発活動を実施する。

旨の報告を受けた。

委員が、

「窃盗犯のうち自転車盗、車上ねらい、空き巣、オートバイ盗の無施錠率が高いこと

から、引き続き鍵掛けの重要性について広報をしていただきたい。

各種行事の機会を捉え、警察官が高齢者に対し具体的な防犯指導や注意喚起を行っ

て防犯力を高めていただきたい。」

旨を発言した。

(3) 重要事件認知・検挙状況（６月）

警察本部から、

○ ６月中は、重要事件を16件認知し、不同意わいせつ事件や誘拐事件等16件を検挙し

た。

○ ６月末現在の暫定値では、重要事件の認知件数は68件と前年同数、検挙件数も68件

と前年同数であった。

○ 検挙率は100.0％で推移している。

旨の報告を受けた。

委員が、

「重要事件について、早期に事件解決、犯人検挙をすることは大切なことであり、引

き続き高い検挙率を維持していただきたい。

検挙率100％は大変心強く、安全・安心の礎になると思う。来日外国人対策として、

社会的なコミュニティの受入れ等も含め、よりよい形で外国人との共生ができるよう

な社会づくりが必要だと思った。」

旨を発言した。

(4) 令和６年上半期の交通事故発生状況

警察本部から、

○ 上半期の総事故件数は２万3,974件と、前年同期比34件増加、そのうち人身事故は2,

352件と、前年同期比75件増加した。

○ 上半期の交通事故による死者は21人で前年同期比４人増加し、人口10万人当たりの

死者数は1.14人となり、全国で23番目に高かった。

○ 下半期の主な取組方針として、交通事故分析等を踏まえた総合的な対策を推進する

とともに、自転車その他の小型モビリティ対策、横断歩行者優先ルールの徹底に向け



- 3 -

た更なる取組を推進していく。

旨の報告を受けた。

委員が、

「事故類型別死者数を示すグラフを見れば、車両単独事故が多くを占めるなど死亡事

故の特徴や傾向が分かることから、件数等の視覚化は重要であると思った。通勤通学

の時間帯を中心とした、交差点での制服警察官による要点監視について、県民の命を

守る有効な警察活動であることから、引き続き取り組んでいただきたい。」

旨を発言した。

(5) 街頭活動等におけるサングラスの着用

警察本部から、街頭活動等におけるサングラスの着用について報告を受けた。

(6) 国家賠償請求事件の応訴方針

警察本部から、国家賠償請求事件の応訴方針について報告を受けた。

(7) 制服警察官に係る熱中症対策用品の装着

警察本部から、制服警察官に係る熱中症対策用品の装着について報告を受けた。

(8) 県下４児童相談所との連絡会の開催

警察本部から、県下４児童相談所との連絡会の開催について報告を受けた。

(9) 令和６年度県下通信指令・無線通話技能競技大会の開催

警察本部から、令和６年度県下通信指令・無線通話技能競技大会の開催について報告を受

けた。

(10) 指定自動車教習所の現状と動向

警察本部から、指定自動車教習所の現状と動向について報告を受けた。

(11) 警察学校初任科卒業式の挙行

警察本部から、警察学校初任科卒業式の挙行について報告を受けた。

４ 次回公安委員会

令和６年７月25日（木）13時30分から開催予定


